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令和 7年度(2025年度)暑さ対策推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八王子市地球温暖化対策地域推進計画に基づく地球温暖化の影響に対する適応

策の推進のため、外付け日よけ又は日射調整フィルムを設置する市民及び中小企業者等に対し、市がそ

の費用の一部を補助することにより、遮熱対応設備の普及促進を図り、住宅等での熱中症予防対策に寄

与することを目的とする。市が交付する補助金について、補助金等の交付の手続等に関する規則（昭和

35年八王子市規則第 19号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）外付け日よけ 建築物の窓の外側に設置する用途で製造された日よけ等のことをいう。 

（2）日射調整フィルム 窓ガラスから侵入する太陽の日差し（日射熱）を効果的に遮へいし、冷房負荷の

低減を目的とした「遮熱フィルム」及び遮熱機能を有したうえで、冬期に暖房した室内の空気が窓から

逃げるのを抑える断熱機能を有する「低放射フィルム」のことをいう。 

(3)中小企業者等 次に掲げるものをいう。 

ア 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条に規定する中小企業者 

イ 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号）第３条に規定する中小企業等協同組合 

ウ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 22条に規定する社会福祉法人 

エ 私立学校法（昭和 24年法律第 270号）第３条に規定する学校法人 

オ 医療法（昭和 23年法律第 205号）第 39条に規定する医療法人 

カ 宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第４条に規定する宗教法人 

キ  特定非営利活動促進法（平成 10年法律第7号）第２条に規定するNPO法人など公益的な活動を

行う法人等 

ク 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号）第２条に規定する一般社

団法人等 

ケ その他公益的な活動を行う法人であって、市長が特に必要と認めるもの。 

（4）住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分（人の居住の用以外の用に供する家屋の部分と

の共用に供する部分を含む。）をいう。 

（5）事業所 個人又は中小企業者等がその事業を行う場所及び事務所をいう。 

  

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号をすべて満たす者とする。 

（１）申請日時点で、市内に住民登録がある個人、または、申請日時点で、市内に事業所を有する中小企

業者等。 

（2）令和 7年(2025年)6月 1日から令和 7年(2025年)10月 31日までの間に、新品の外付け日よ

け又は日射調整フィルムを市内の施工業者等において購入し、自らが居住する住宅または、自らが営

む事業所（以下「住宅等」という。）に設置すること。  

（3）八王子市暴力団排除条例（平成 23年 12月 15日条例 23号）第 2条に規定する者でないこと。 

 

（補助対象となる製品） 

第４条 補助の対象となる製品は、次に掲げる要件を満たすものとする。 



 2 

 （1）外付け日よけ 

  ア 住宅等に固定し取り付けること。 

 イ 採光が確保でき、日射熱を抑制する効果があること。 

 ウ 室内への日射遮蔽を目的として、設置されるものであること。 

（2）日射調整フィルム 

 以下のいずれかの要件を満たす製品とする。 

ア 日本ウインドウ・フィルム工業会 JIS A 5759のうち、「日射調整・ガラス飛散防止フィルム」、「低放

射・飛散防止フィルム」又は「日射調整フィルム」に該当する製品。 

イ JIS A 5759を満たすことが第三者機関による性能証明書等で確認できる製品。 

 

（補助対象の経費及び金額） 

第５条 補助対象経費は、製品の購入及び当該購入に係る設置工事に要した費用（消費税及び地方消費

税を除く。）とし、補助金額は、製品の種別ごとに、補助対象経費の 4分の 1（ただし、25,000円を限度

とする。）とする。なお、補助金額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 前項の規定に関わらず、補助対象者が自ら工事を行った場合は、工事に要した費用は補助対象経費と

しないこととする。 

 

（補助の制限） 

第６条 補助の交付は予算の範囲内において行うものとする。ただし、前条において、交付申請を受けた補

助金額の合計が、補助金交付のための予算額に達した場合は、期間中であっても受付を終了するもの

とする。 

２ 前条の規定による補助金の交付は、同一年度内において、製品の種別ごとに、一世帯及び一事業者一

度のみとする。また、同一年度内において、同一の住宅等への補助金交付は、製品の種別ごとに、一度

のみとする。 

３ 前条の規定による補助対象経費については、市から他に補助に係る交付決定を受けていないこととす

る。 

 

（補助金の交付申請） 

第 7 条 補助金の交付を申請する者は、暑さ対策推進事業補助金交付申請書兼請求書（第 1 号様式）に

次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 補助対象経費（外付け日よけ又は日射調整フィルムの購入・設置経費）に係る領収書の写し 

（２） 補助対象経費（外付け日よけ又は日射調整フィルムの購入・設置経費）に係る内訳がわかるものの

写し 

（３） 設置した外付け日よけ又は日射調整フィルムのカタログの写し 

（４） 外付け日よけの設置前後の写真又は日射調整フィルムの設置前後、設置中の写真 

（5） 第三者機関による JIS A 5759を満たすことがわかる日射調整フィルムの性能証明書（日本ウイン

ドウ・フィルム工業会 JIS A 5759のうち、「日射調整・ガラス飛散防止フィルム」、「低放射・飛散防止フ

ィルム」又は「日射調整フィルム」に該当する製品は提出不要） 

（6） 本人確認証、中小企業者等においては登記事項証明書または確定申告書の写し 

（7） 口座情報のわかるものの写し 

（8） その他、市長が必要と認める書類 

２ 前項に定める交付申請の受付期限は、令和 7年（2025年）11月 30日とする。 



 3 

（交付の決定、通知及び補助金の交付） 

第8条 市長は、前条第１項により申請を受けた際はその内容を審査する。ただし、第6条第 1項において、

受付を終了した場合は、審査しない。 

２ 同日に複数の交付申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し補助を行うと予算額に

達するときは、当該交付申請を行った者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位の上位の者から申請

の内容を審査し、予算の範囲内で交付決定を行うものとする。 

３ 補助金を交付することを決定したときは、暑さ対策推進事業補助金交付決定通知書（第 2号様式）によ

り申請者に通知のうえ、補助金の交付を行うこととし、交付しないことを決定したときは暑さ対策推進事

業補助金不交付決定通知書（第 3号様式）により、申請者に通知するものとする。 

4 審査で提出書類の不備があったものについて、不備が令和8年（2026年）2月28日を過ぎても解消

されなかったとき、市長は当該申請者への交付をしないこととする。 

5 補助金の交付方法は、申請者本人の口座への振り込みによるもののみとし、代理人への交付は同一世

帯員であってもこれを認めない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第9条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）がいずれかに該当すると認める場合

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） 虚偽の申請その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。  

（２） 補助決定者から申請の取下げがあったとき。  

（３） 本事業に係る市の指示に従わなかったとき。 

（４） その他、この要綱の規定に違反したと市長が認めるとき。  

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、速やかに暑さ対策推進事業補助金交付決定取消通

知書（様式第4号）により、補助決定者に通知するものとする。  

 

（補助金の返還）  

第10条 市長は、第9条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、その交付を受けた補助金を返還させることができる。 

 

（状況調査） 

第 11条 市長は、必要に応じて当該補助金交付に係る外付け日よけ又は日射調整フィルムの設置状況の

調査を行うことができる。 

 

（協力の要請） 

第12条 市長は、補助決定者に対して、市が実施する省エネ・節電活動に関する調査に協力を求めること

ができる。 

 

（見直し） 

第13条 この補助事業は、補助金制度見直し方針に基づき見直しを行うものとする。 

 

（免責） 

第14条 市長は、この補助金交付申請に関して申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、

一切の責任を負わない。 
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（その他）  

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和 7年（2025年）６月１日から施行する。 

 


